
１２．学校法人静岡理工科大学 専門学校学費等納入規程 
平成１３年  ３月  １日 制定 
令和  ４年１０月１１日 改正 

（目 的） 
第１条 学費等の納入は、学校法人静岡理工科大学（以下「法人」という。）の専門学校各校の学則（以下
「学則」という。）に定めるもののほか、本規程によるものとする。 

（納付金） 
第２条 本規程による納付金は、入学検定料、入学金、授業料、その他修学旅行積立金等の納付金をいう。 

（納 期） 
第３条 入学検定料及び入学金を除く他の納付金は、年間納入額を４回に分けて、次の期日までに納入しなけれ
ばならない。なお、年額を一括納入することもできる。 
（１）第１期分   ３月２６日
（２）第２期分   ６月２６日
（３）第３期分   ９月２６日
（４）第４期分  １２月２６日
２ 入学を許可された者は、前項の規定にかかわらず、学則又は入学手続要項に定められた期日までに納付金を
納入しなければならない。 

（納入方法） 
第４条 納付金の納入方法は、原則として指定金融機関の預金口座振替とする。 

（受験資格・証明書発行の停止） 
第５条 校長は、納付金を納入しない者の成績評価を保留し、進級・卒業を認めないほか、各種証明書の発行を
停止する。 

（除 籍） 
第６条 校長は、督促してもなお学校が指定した日までに納付金を納入しない者を除籍することができる。 
２ 除籍は、校長が親権者及び保証人への通知をもって行う。 
３ 除籍日は、最後に納入された納付金の該当期の末日とする。 

（復 籍） 
第７条 前条により除籍された者で復籍を希望する者は、親権者と連署した本校が定める「復籍願」を提出し、未
納の納付金を納入しなければならない。 

２ 前項の「復籍願」の提出期間は、除籍が決定した日から２週間以内とする。 

（休学・退学時の納付金） 
第８条 休学・退学をしようとする場合は、当該納期に係る納付金は納入しなければならない。ただし、休学を許可
された日の属する納期の翌納期以降の休学期間中の納付金は免除する。 

２ 納付金を一括納入した者が休学・退学を許可された場合は、学則第３４条第１項の規定にかかわらず当該
納期の翌納期以降の納付金を返還する。 

（復学の場合の納付金） 
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第９条 休学中の者で復学を許可された場合は、復学の日の属する納期の納付金を復学の日より１５日以内に
納入しなければならない。 

２ 前項の納付金のうち授業料は、入学時に定めた額とする。 

（編入学の場合の納付金） 
第１０条 編入学を許可された者の納付金は、当該年度の入学生の納付金と同額とする。 
２ 法人の設置する学校を卒業又は退学した者が、２年以内に編入学試験を受け、入学する場合の納付金は、
学則第３２条別表（２－５）の規定による。 

（転入学の場合の納付金） 
第１１条 転入学を許可された者の納付金は、当該年度の入学生の納付金と同額とする。 
２ 法人の設置する専門学校から転入学する場合は、入学検定料及び入学金は徴収しない。 
３ 法人の設置する学校を卒業又は退学した者が、２年以内に転入学試験を受け、入学する場合の納付金は、
学則第３２条別表（２－５）の規定による。 

（再入学の場合の納付金） 
第１２条 再入学を許可された者の納付金は、当該年度の入学生の納付金と同額とする。 
ただし、退学後２年以内に再入学の試験を受け、入学する場合の納付金は、学則第３２条別表（２－５）の
規定による。 

（転科の場合の納付金） 
第１３条 転科を許可された者の納付金は、許可された科の年次生の納付金と同額とする。 
ただし、入学検定料及び入学金は徴収しない。 

（規程の改廃） 
第１４条 この規程の改廃は、理事長の承認を得るものとする。 

附 則 
１ この規程は、平成１３年４月１日より施行する。 

ただし、平成１２年度以前に入学した生徒の平成１３年度の授業料の納期は、従前のとおりとする。 
２ この規程の制定により、静岡産業技術専門学校学費等納入規則は廃止する。 

１３．後 援 会 

 本会は本校の振興を図るとともに、技術者を育成するための施設、設備の充実と学務完遂に協力することを目的
に、在学する学生の保護者および、本会の賛同者をもって組織・運営を行う。 
なお、後援会事務局は静岡産業技術専門学校内としている。 

１４．同 窓 会 

 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展のために様々な事業の後援や情報交換を行うことを目的に、卒業生
および現職員・旧職員をもって組織・運営を行う。 
なお、同窓会事務局は静岡産業技術専門学校内としている。 

１２. 学費等納入規程　１３.　後援会　１４.　同窓会

83




